
 

 

〇年度評価（通則法第 32 条）～ 毎年度実施   ※ 統計センターの場合、平成 15 年度～19 年度が対象 

  
 
 
 
 
 

〇中期目標期間評価（通則法第 34 条）～ 中期目標期間が終了した法人ごとに実施 

 
 
 
 
 
 

〇中期目標期間終了時の検討（通則法第 35 条） 

 
 
           （※ 検討に係る実質的な作業は、中期目標期間の最終年度から開始されることとなっている。） 

 
 

独立行政法人       各府省独立行政法人評価委員会 ・・・中期計画の実施状況を評価 

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会  ・・・各府省委員会の評価結果について必要に応じて意見 

独立行政法人       各府省独立行政法人評価委員会 ・・・中期目標の達成状況を評価 

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会  ・・・各府省委員会の評価結果について必要に応じて意見 

実績報告 

実績報告 

主 務 大 臣 ・・・各府省評価委員会の意見を聴いて主務大臣が、法人の組織・業務全般について検討・所要の措置 

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会 ・・・ 主要な事務・事業の改廃について主務大臣に勧告できる 

独 立 行 政 法 人 の 評 価 制 度 の 概 要 

評価結果通知 

評価結果通知 
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評価結果通知 

評価結果通知 

資料統分３－２



 

独立行政法人の評価の流れ（概要） 

 

１ 業務の実績に関する評価 

 独立行政法人の業務の実績評価には、(1)毎年度の業務の実績について行われる年度ごとの評価及び(2)中期

目標期間における業務の実績について行われる中期目標期間についての評価の２種類ある。 

評価の流れは以下のとおり。 

① 評価委員会（分科会）における評価の方針（客観的な評価基準等）の策定。 

 ② 独立行政法人から評価委員会（分科会）に対し、当該事業年度終了後３月以内に実績報告書の提出（中

期目標期間評価の場合は、当該目標期間終了後３月以内に提出）。 

 ③ 評価委員会（分科会）による中期計画の実施状況（中期目標の達成状況）の調査・分析、総合的な評定。 

 ④ 評価委員会は、評価結果を独立行政法人及び政策評価・独立行政法人評価委員会へ通知。この場合、評

価委員会は、必要に応じて独立行政法人に対し、業務運営の改善等の勧告を行うことができる。通知後、

遅滞なく通知に係る事項の公表。 

 ⑤ 中期目標期間終了時において、評価委員会の意見を聴いて主務大臣が独立行政法人の組織・業務全般に

関し検討・所要の措置を講じる。政策評価・独立行政法人評価委員会は、独立行政法人の主要な事務・事

業の改廃に関し主務大臣に勧告できる。 

 



 

２ 財務諸表の承認 

① 独立行政法人は、主務大臣に対して財務諸表を提出（当該事業年度終了後３月以内）。 

 ② 総務大臣は、財務諸表の承認に当たり、評価委員会の意見を聴取（注）。 

   （注）財務諸表の承認は、評価委員会議事規則により分科会の議決をもって評価委員会の議決とすることができる。 

 ③ 総務大臣による財務諸表の承認。 

 ④ 財務諸表の公表及び一般への閲覧。 




